
平
成
二
十
八
年
一
月
四
日
提
出

質

問

第

一

二

号

実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
指
標
に
見
る
安
倍
政
権
の
成
果
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
指
標
に
見
る
安
倍
政
権
の
成
果
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
政
権
発
足
か
ら
ち
ょ
う
ど
三
年
が
経
過
し
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
、
各
種
の
指
標
に
基
づ
き
客
観
的
に
評
価
す
る
た

め
、
以
下
、
質
問
し
ま
す
。

一

実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
年
額
換
算
、
季
節
調
整
値
）
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
七－

九
月
に
対
し
て
、
民
主
党
政
権
を
経
た
二
〇

一
二
年
十－

十
二
月
は
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
ま
し
た
か
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
十－

十
二
月
に
対
し
て
、
安
倍
政
権
に

よ
り
現
在
ま
で
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
ま
し
た
か
。
な
お
、
前
者
と
後
者
で
は
、
ど
ち
ら
が
ど
れ
だ
け
大
き
く
、
そ
の
理

由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

二

民
間
消
費
の
指
標
で
あ
る
民
間
最
終
消
費
（
実
質
、
年
率
換
算
、
季
節
調
整
値
）
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
七－

九
月
に

対
し
て
、
民
主
党
政
権
を
経
た
二
〇
一
二
年
十－
十
二
月
は
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
変
化
し
ま
し
た
か
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年

十－

十
二
月
に
対
し
て
、
安
倍
政
権
に
よ
り
現
在
ま
で
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
変
化
し
ま
し
た
か
。
な
お
、
前
者
と
後
者
で
は
、

ど
ち
ら
が
ど
れ
だ
け
大
き
く
、
そ
の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

三

公
共
事
業
の
指
標
で
あ
る
公
的
資
本
形
成
（
実
質
、
年
率
換
算
、
季
節
調
整
値
）
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
七－

九
月
に

対
し
て
、
民
主
党
政
権
を
経
た
二
〇
一
二
年
十－

十
二
月
は
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
変
化
し
ま
し
た
か
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年

一



十－

十
二
月
に
対
し
て
、
安
倍
政
権
に
よ
り
現
在
ま
で
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
変
化
し
ま
し
た
か
。
な
お
、
前
者
と
後
者
で
は
、

ど
ち
ら
が
ど
れ
だ
け
大
き
く
、
そ
の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

四

民
間
設
備
投
資
（
実
質
、
年
率
換
算
、
季
節
調
整
値
）
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
七－

九
月
に
対
し
て
、
民
主
党
政
権
を

経
た
二
〇
一
二
年
十－

十
二
月
は
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
変
化
し
ま
し
た
か
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
十－

十
二
月
に
対
し
て
、
安

倍
政
権
に
よ
り
現
在
ま
で
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
変
化
し
ま
し
た
か
。
な
お
、
前
者
と
後
者
で
は
、
ど
ち
ら
が
ど
れ
だ
け
大
き

く
、
そ
の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

五

実
質
賃
金
（
季
節
調
整
済
賃
金
指
数
、
五
人
以
上
）
は
、
二
〇
〇
九
年
九
月
に
対
し
て
、
民
主
党
政
権
を
経
た
二
〇
一
二

年
十
二
月
は
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
変
化
し
ま
し
た
か
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
十
二
月
に
対
し
て
、
安
倍
政
権
に
よ
り
現
在
ま

で
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
変
化
し
ま
し
た
か
。
な
お
、
前
者
と
後
者
で
は
、
ど
ち
ら
が
ど
れ
だ
け
大
き
く
、
そ
の
理
由
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

六

消
費
者
物
価
指
数
を
勘
案
し
た
地
域
別
最
低
賃
金
額
（
実
質
地
域
別
最
低
賃
金
額
）
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
度
に
対
し

て
二
〇
一
二
年
度
は
、
民
主
党
政
権
を
経
て
何
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
ま
し
た
か
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
度
に
対
し
て
二
〇
一

五
年
度
は
、
安
倍
政
権
に
よ
り
何
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
ま
し
た
か
。
な
お
、
前
者
と
後
者
で
は
、
ど
ち
ら
が
ど
れ
だ
け
大
き

二



く
、
そ
の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

右
質
問
す
る
。

三


